
（
役
員
等
）

第
７
条
　
本
連
盟
に
次
の
役
員
を
置
く
。

　
⑴
　
会
長
　
１
名

　
⑵
　
副
会
長
　
６
名
以
内

　
⑶
　
幹
事
長
　
１
名

　
⑷
　
幹
事
　
�
名
以
内

　
⑸
　
総
務
会
長
　
１
名

　
⑹
　
総
務
　
１
０
０
名
以
内

　
⑺
　
推
薦
審
査
会
長
　
１
名

　
⑻
　
会
計
監
事
　
３
名
以
内

２
　
前
項
に
規
定
す
る
役
員
の
ほ
か
、

委
員
及
び
代
議
員
を
置
く
。

３
　
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

名
誉
会
長
、
顧
問
及
び
相
談
役
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
２
章
　
会
務
の
執
行

　
　
第
１
節
　
執
行
機
関

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
８
条
　
会
長
は
、本
連
盟
を
代
表
し
、

会
務
を
総
理
す
る
。

２
　
副
会
長
は
、
会
長
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
会
長
を
補
佐
し
て
会
務

を
総
理
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き

は
そ
の
職
務
を
代
行
し
、
会
長
が
欠

員
の
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う

（
幹
事
長
及
び
幹
事
）

第
９
条
　
幹
事
長
は
、
会
長
を
補
佐
し

て
会
務
を
執
行
す
る
。

２
　
幹
事
長
は
、
そ
の
職
務
に
属
す
る

事
項
で
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
会
長
に
裁
断
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
幹
事
は
、
幹
事
会
の
構
成
員
と
し

て
、
会
務
の
執
行
に
当
た
る
。

（
副
幹
事
長
）

第
�
条
　
会
長
は
、
幹
事
の
う
ち
か
ら

副
幹
事
長
若
干
名
を
指
名
す
る
。

２
　
副
幹
事
長
は
、幹
事
長
を
補
佐
し
、

幹
事
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職

務
を
代
行
し
、
幹
事
長
が
欠
員
の
と

き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
会
計
監
事
）

第
�
条
　
会
計
監
事
は
、
経
理
を
監
査

し
、
決
算
の
審
理
に
当
た
る
。

２
　
会
計
監
事
は
、
他
の
役
員
等
を
兼

ね
又
は
本
連
盟
の
使
用
人
と
な
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
会
議
の
通
則
）

第
�
条
　
こ
の
章
に
お
い
て
会
議
と

は
、
次
の
合
議
体
を
い
う
。

　
⑴
　
幹
事
会

　
⑵
　
常
任
幹
事
会

　
⑶
　
委
員
会

　
⑷
　
総
務
会

　
⑸
　
推
薦
審
査
会

２
　
会
議
の
議
長
は
、
当
該
会
議
の
招

集
者
又
は
当
該
招
集
者
が
指
名
す
る

代
理
代
行
相
当
の
職
に
あ
る
者
が
当

た
る
。

３
　
会
議
の
議
事
は
、
出
席
構
成
員
の

過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き

は
、議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４
　
会
議
に
お
け
る
表
決
権
は
、
構
成

員
１
名
に
つ
き
１
個
と
す
る
。

５
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
会
議

に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
表
決
に
加
わ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
⑴
　
会
計
監
事

　
⑵
　
議
案
の
説
明
の
た
め
な
ど
招
集

者
が
必
要
と
認
め
る
者

（
幹
事
会
）

第
�
条
　
幹
事
会
は
、
会
長
、副
会
長
、

幹
事
長
、
副
幹
事
長
、
幹
事
、
総
務

会
長
及
び
推
薦
審
査
会
長
を
も
っ
て

構
成
す
る
。

２
　
幹
事
会
は
、
幹
事
長
が
招
集
し
、

そ
の
構
成
員
の
２
分
の
１
以
上
の
出

席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。

３
　
幹
事
会
は
、
規
約
、
規
則
及
び
細

則
に
お
い
て
幹
事
会
の
議
を
要
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
及
び
大
会

に
提
案
す
る
議
決
事
項
の
ほ
か
、
会

務
の
執
行
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ

い
て
審
議
決
定
す
る
。

（
常
任
幹
事
会
）

第
�
条
　
常
任
幹
事
会
は
、
会
長
、
副

会
長
、
幹
事
長
及
び
副
幹
事
長
を
も

っ
て
構
成
す
る
。

２
　
常
任
幹
事
会
は
、
幹
事
長
が
招
集

し
、
そ
の
構
成
員
の
３
分
の
２
以
上

の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で

き
な
い
。

３
　
常
任
幹
事
会
は
、
規
約
、
規
則
及

び
細
則
に
お
い
て
常
任
幹
事
会
の
議

を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項

及
び
幹
事
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項

の
ほ
か
、
緊
急
に
処
理
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
審
議
決
定
す
る
。

４
　
常
任
幹
事
会
で
決
定
し
た
事
項

は
、
幹
事
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
委
員
会
）

第
�
条
　
本
連
盟
は
、
会
務
を
分
掌
さ

せ
る
た
め
、
次
の
委
員
会
を
置
く
。

　
⑴
　
政
策
委
員
会
　
基
本
政
策
の
企

画
、
樹
立
に
関
す
る
事
項

　
⑵
　
財
務
委
員
会
　
財
政
の
基
盤
整

備
、
適
正
な
経
理
執
行
に
関
す
る

事
項

　
⑶
　
組
織
委
員
会
　
組
織
活
動
の
統

一
、
拡
充
強
化
に
関
す
る
事
項

　
⑷
　
国
対
委
員
会
　
事
業
の
遂
行
に

必
要
な
国
会
及
び
選
挙
対
策
に
関

す
る
事
項

　
⑸
　
広
報
委
員
会
　
機
関
紙
の
発
行

な
ど
広
報
活
動
全
般
に
関
す
る
事

項

　
⑹
　
後
援
会
対
策
委
員
会
　
税
理
士

に
よ
る
国
会
議
員
等
後
援
会
の
設

立
及
び
活
動
の
支
援
に
関
す
る
事

項

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会

長
は
、
必
要
と
認
め
た
事
業
等
の
分

掌
を
委
員
会
に
指
示
す
る
こ
と
又
は

幹
事
会
の
議
を
経
て
特
別
委
員
会
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
会
の
構
成
等
）

第
�
条
　
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
委

員
会
は
、
委
員
長
１
名
、
副
委
員
長

３
名
以
内
及
び
委
員
若
干
名
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

２
　
委
員
長
は
副
幹
事
長
の
う
ち
か

ら
、
副
委
員
長
は
幹
事
の
う
ち
か
ら

会
長
が
委
嘱
す
る
。

３
　
委
員
は
、
第
�
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
選
任
に
基
づ
き
、
会
長
が
委

嘱
す
る
。

４
　
委
員
会
は
、委
員
長
が
招
集
す
る
。

５
　
副
委
員
長
は
、委
員
長
を
補
佐
し
、

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の

職
務
を
代
行
し
、
委
員
長
が
欠
員
の

と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

６
　
委
員
は
、
委
員
会
の
構
成
員
と
し

て
審
議
に
参
画
し
、
会
務
の
執
行
に

当
た
る
。

７
　
会
長
、
副
会
長
及
び
幹
事
長
は
、

い
つ
で
も
委
員
会
の
会
議
に
出
席

し
、意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
表
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　
　
第
２
節
　
総
務
会
及
び
推
薦
審
査

会

（
総
務
会
）

第
�
条
　
本
連
盟
に
総
務
会
を
置
き
、

本
連
盟
の
運
営
及
び
事
業
活
動
に
関

す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。

（
総
務
会
の
構
成
）

第
�
条
　
総
務
会
は
、
総
務
会
長
、
総

務
副
会
長
及
び
総
務
を
も
っ
て
構
成

す
る
。

２
　
総
務
副
会
長
は
、
会
長
が
総
務
の

う
ち
か
ら
２
名
以
内
を
指
名
す
る
も

の
と
し
、
総
務
会
長
を
補
佐
し
、
総

務
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職

務
を
代
行
し
、
総
務
会
長
が
欠
員
の

と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

３
　
総
務
会
は
、
総
務
会
長
が
招
集
す

る
。

（
推
薦
審
査
会
）

第
�
条
　
本
連
盟
に
推
薦
審
査
会
を
置

き
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
議
会

の
議
員
の
各
選
挙
に
際
し
、
候
補
者

の
推
薦
に
つ
き
審
査
決
定
す
る
。

（
推
薦
審
査
会
の
構
成
）

第
�
条
　
推
薦
審
査
会
は
、
推
薦
審
査

会
長
、
推
薦
審
査
副
会
長
及
び
推
薦

審
査
会
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２
　
推
薦
審
査
副
会
長
は
、
会
長
が
会

員
の
う
ち
か
ら
２
名
以
内
を
指
名
す

る
も
の
と
し
、
推
薦
審
査
会
長
を
補

佐
し
、
推
薦
審
査
会
長
に
事
故
あ
る

と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行
し
、
推
薦

審
査
会
長
が
欠
員
の
と
き
は
そ
の
職

務
を
行
う
。

３
　
推
薦
審
査
会
委
員
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
会
長
、
副
会
長
、
幹
事
長
及
び

副
幹
事
長

　
⑵
　
総
務
会
長
及
び
総
務
副
会
長

４
　
推
薦
審
査
会
は
、
推
薦
審
査
会
長

が
招
集
す
る
。

　
第
３
章
　
大
会

（
大
会
）

第
�
条
　
大
会
は
、
定
期
大
会
及
び
臨

時
大
会
と
す
る
。

２
　
会
長
は
、
毎
年
１
回
定
期
大
会
を

招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

臨
時
大
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
代
議
員
の
３
分
の
１
以
上
か
ら
大

会
開
催
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

会
長
は
１
月
以
内
に
臨
時
大
会
を
招

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
大
会
を
招
集
す
る
に
は
、
会
日
の

�
日
前
ま
で
に
招
集
通
知
を
発
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
会
の
構
成
）

第
�
条
　
大
会
は
、
代
議
員
及
び
役
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
議
決
の
要
件
）

第
�
条
　
大
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の

過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き

は
、議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
大
会
に
お
け
る
構
成
員
の
議
決
権

は
、
１
名
に
つ
き
１
個
と
す
る
。

（
議
長
及
び
副
議
長
）

第
�
条
　
大
会
の
議
長
及
び
副
議
長

は
、そ
の
大
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

（大
会
の
議
決
事
項
及
び
議
事
の
制
限
）

第
�
条
　
大
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
決
定
す
る
。

　
⑴
　
運
動
経
過
及
び
活
動
報
告
並
び

に
収
支
決
算
報
告

　
⑵
　
運
動
及
び
活
動
方
針
並
び
に
収

支
予
算

　
⑶
　
規
約
の
改
正

　
⑷
　
役
員
の
選
任

　
⑸
　
特
別
会
費
の
負
担

　
⑹
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
幹
事
会
に
お
い
て
大
会
に
付

議
す
る
必
要
を
認
め
た
事
項

２
　
大
会
の
議
事
は
、
第
�
条
第
５
項

の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
議
案
以
外

を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
記
録
）

第
�
条
　
大
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、

議
事
録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
第
４
章
　
役
員
等
の
選
任
、
任
期
等

（
役
員
等
の
選
任
）

第
�
条
　
役
員
等
は
、
会
員
の
う
ち
か

ら
選
任
す
る
。

２
　
役
員
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
選
任
す
る
。

　
⑴
　
総
務
以
外
の
役
員
は
、
役
員
選

考
会
の
選
考
に
基
づ
き
、
大
会
で

選
任
す
る
。

　
⑵
　
総
務
は
、
単
位
税
政
連
か
ら
１

名
ず
つ
推
薦
さ
れ
た
者
と
役
員
選

考
会
の
選
考
に
基
づ
く
者
を
大
会

で
選
任
す
る
。

　
⑶
　
役
員
選
考
会
は
、
役
員
選
考
会

招
集
通
知
発
送
日
現
在
の
次
に
定

め
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
　
ア
　
副
会
長
、
幹
事
長
及
び
総
務

会
長

　
　
イ
　
単
位
税
政
連
会
長
の
う
ち
か

ら
、
常
任
幹
事
会
で
選
任
し
た

８
名

　
⑷
　
役
員
選
考
会
は
、
総
務
会
長
が

招
集
し
、
大
会
開
催
日
の
１
ヵ
月

前
ま
で
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
⑸
　
役
員
選
考
会
の
議
長
は
、
構
成

員
の
中
か
ら
選
任
し
、表
決
権
は
、

構
成
員
１
名
に
つ
き
１
個
と
す

る
。

３
　
委
員
は
、
単
位
税
政
連
の
推
薦
に

基
づ
き
選
任
す
る
。

４
　
代
議
員
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
選
任
す
る
。

　
⑴
　
代
議
員
は
、
役
員
と
の
兼
任
は

で
き
な
い
も
の
と
し
、
総
数
３
５

０
名
を
各
単
位
税
政
連
が
割
当
数

に
応
じ
て
会
員
の
う
ち
か
ら
選
出

す
る
。

　
⑵
　
各
単
位
税
政
連
に
お
い
て
選
出

す
る
代
議
員
数
は
、
基
礎
割
当
数

（
３
名
と
す
る
。
）
と
会
員
割
数

の
合
計
数
と
す
る
。

　
⑶
　
会
員
割
数
は
、
当
該
代
議
員
が

就
任
す
る
定
期
大
会
開
催
日
を
含

む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
７

月
１
日
現
在
の
会
員
総
数
を
３
５

０
名
か
ら
基
礎
割
当
数
の
総
数
を

控
除
し
た
数
で
除
し
、
そ
の
数
で

同
日
現
在
の
各
単
位
税
政
連
の
会

員
数
を
除
し
た
数
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
１
名
に
満
た
な

い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
端
数

値
の
大
き
い
も
の
か
ら
順
次
会
員

割
数
の
総
数
に
満
つ
る
ま
で
１
名

に
切
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
同
順

位
が
あ
る
と
き
は
幹
事
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑷
　
単
位
税
政
連
は
、
本
連
盟
か
ら

の
代
議
員
定
数
の
連
絡
に
基
づ

き
、
７
月
末
日
ま
で
に
代
議
員
を

選
任
し
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
名
誉
会
長
は
、
東
京
税
理
士
会
会

長
の
職
に
あ
る
者
を
会
長
が
委
嘱
す

る
。

６
　
顧
問
及
び
相
談
役
は
、
総
務
会
で

選
任
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

（
役
員
等
の
任
期
）

第
�
条
　
役
員
及
び
委
員
の
任
期
は
、

就
任
後
第
２
回
目
の
定
期
大
会
終
了

の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠

又
は
補
充
に
よ
り
就
任
し
た
役
員
等

の
任
期
は
、
他
の
役
員
又
は
委
員
の

残
任
期
間
と
同
一
と
す
る
。

２
　
代
議
員
の
任
期
は
、
選
任
さ
れ
た

事
業
年
度
に
開
催
す
る
定
期
大
会
の

日
か
ら
翌
事
業
年
度
に
開
催
す
る
定

期
大
会
の
前
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
補
欠
に
よ
り
就
任
し
た
代
議
員

の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

３
　
名
誉
会
長
、
顧
問
及
び
相
談
役
の

任
期
は
、
会
員
で
な
く
な
っ
た
場
合

及
び
辞
任
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合

を
除
き
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

　
⑴
　
名
誉
会
長
は
、
東
京
税
理
士
会

会
長
の
職
を
退
い
た
後
の
最
初
の

定
期
大
会
の
日
ま
で
と
す
る
。

　
⑵
　
顧
問
及
び
相
談
役
は
、
当
該
顧

問
及
び
相
談
役
を
委
嘱
し
た
会
長

の
在
任
期
間
と
す
る
。

（
役
員
等
の
退
任
）

第
�
条
　
役
員
等
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
は
、
退
任
す
る
。

　
⑴
　
会
員
の
資
格
を
失
っ
た
と
き

　
⑵
　
単
位
税
政
連
か
ら
推
薦
又
は
選

任
さ
れ
た
総
務
、
委
員
及
び
代
議

員
は
、
前
号
に
定
め
る
場
合
の
ほ

か
、
他
の
単
位
税
政
連
の
区
域
に

異
動
し
た
と
き

（
補
欠
選
任
及
び
補
充
選
任
）

第
�
条
　
会
長
が
就
任
後
１
年
以
内
に

退
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
規
約
に
よ

り
補
欠
選
任
を
行
う
も
の
と
し
、
残

任
期
間
が
１
年
未
満
の
と
き
は
、
総

務
会
の
決
定
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
推
薦
審
査

会
長
又
は
会
計
監
事
に
欠
員
が
生
じ

た
と
き
は
、
第
�
条
第
２
項
第
１
号

中
の
「
大
会
で
」
を
「
総
務
会
で
」

と
読
み
替
え
て
補
欠
選
任
を
行
う
。

た
だ
し
、
総
務
会
の
決
定
に
よ
り
こ

れ
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
副
会
長
又
は
幹
事
の
退
任
に
と
も

な
う
補
欠
選
任
に
つ
い
て
、
会
長
が

必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
幹
事
会
の

議
を
経
て
、前
項
前
段
を
適
用
す
る
。

４
　
副
会
長
、
幹
事
の
定
数
の
限
度
ま

で
を
大
会
で
選
任
し
な
か
っ
た
と
き

は
、
会
長
は
、総
務
会
の
議
を
経
て
、

補
充
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
２
項
前
段
及
び
前
２
項
の
規
定

を
適
用
し
た
と
き
は
、
代
議
員
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
委
員
及
び
代
議
員
の
補
充
選
任

は
、
当
該
委
員
又
は
代
議
員
の
所
属

し
て
い
た
単
位
税
政
連
の
推
薦
に
基

づ
い
て
行
う
。

（
職
務
の
引
継
）

第
�
条
　
任
期
が
満
了
し
た
役
員
又
は

委
員
は
、
後
任
者
が
決
定
す
る
ま
で

引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
。

　
第
５
章
　
会
費
及
び
会
計

（
事
業
及
び
会
計
年
度
）

第
�
条
　
本
連
盟
の
事
業
及
び
会
計
年

度
は
、
毎
年
７
月
１
日
に
始
ま
り
、

翌
年
６
月
�
日
に
終
わ
る
。

（
経
費
）

第
�
条
　
本
連
盟
の
経
費
は
、
会
費
、

特
別
会
費
、
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入

を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

（
会
費
及
び
特
別
会
費
）

第
�
条
　
単
位
税
政
連
は
、
毎
年
７
月

１
日
現
在
に
お
け
る
会
員
数
に
５
５

０
０
円
を
乗
じ
た
額
を
、
そ
の
年
度

の
会
費
と
し
て
、
�
月
末
日
ま
で
に

そ
の
全
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
会
費
の
計
算
以
降

翌
年
の
３
月
�
日
ま
で
に
会
員
が
増

加
し
た
単
位
税
政
連
は
、
増
加
会
員

数
に
５
５
０
０
円
を
乗
じ
た
額
を
納

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
会
長
は
、
特
別
の
支
出
に
充
て
る

た
め
、
特
別
会
費
の
負
担
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
特
別
会
費
の
目
的
、
金
額
、
納
期

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
大

会
で
定
め
、
特
別
会
計
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
寄
附
金
）

第
�
条
　
本
連
盟
は
、本
連
盟
の
目
的
、

事
業
に
賛
同
す
る
個
人
及
び
政
治
団

体
か
ら
寄
附
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
予
算
及
び
決
算
）

第
�
条
　
毎
会
計
年
度
の
予
算
及
び
決

算
は
、
大
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
�
条
　
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
第
６
章
　
補
則

（
事
務
局
）

第
�
条
　
本
連
盟
に
事
務
局
を
置
き
、

本
連
盟
の
会
務
に
関
す
る
事
務
処
理

を
行
う
。

２
　
会
長
は
、
幹
事
会
の
同
意
を
得
て

事
務
局
に
事
務
長
を
置
く
。

３
　
前
２
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、事
務
局
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

細
則
で
定
め
る
。

（
こ
の
規
約
の
改
正
）

第
�
条
　
こ
の
規
約
の
改
正
は
、
大
会

の
議
を
経
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
こ
の
規
約
の
疑
義
の
決
定
）

第
�
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
ら
れ
た
事

項
又
は
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て

疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
幹
事
会
の

議
を
経
て
会
長
が
決
定
す
る
。

＜
附
則
＞

１
　
こ
の
規
約
は
、
平
成
�
年
９
月
�

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

７
条
、
第
�
条
、
第
�
条
か
ら
第
�

条
、
第
�
条
（
第
４
項
を
除
く
。
）

第
�
条
、
第
�
条
の
改
正
規
定
は
、

平
成
�
年
の
定
期
大
会
に
お
け
る
役

員
の
選
任
及
び
同
日
以
降
の
補
欠
又

は
補
充
選
任
の
と
き
か
ら
適
用
し
、

そ
れ
ま
で
の
間
に
役
員
の
補
欠
又
は

補
充
選
任
の
必
要
が
生
じ
た
と
き

は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
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